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第２８回大阪府介護支援専門員実務研修「見学・観察実習」の実施について（依頼） 

 

日ごろから、大阪府介護支援専門員実務研修の実施にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、標記「見学・観察実習」を、例年同様「大阪府介護支援専門員実務研修【実習受入事業所用

手引】」に基づき実施することとしております。 

つきましては、下記についてご確認のうえ、受講者を受入れていただきご指導賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

また、登録内容に変更がございましたら、下記２に従って必要書類のご提出をお願いいたします。 

特に実習の受入ができなくなった場合は、速やかに中止届のご提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１「見学・観察実習」の実施について 

  「見学・観察実習」は、財団ホームページに掲載の「実習受入事業所用手引（令和８年改訂版）」 

  に基づき、「説明会Ｑ＆Ａ」も併せてご確認のうえ、実施してください。 

  ※実習報告書の提出には、手引の「見学・観察実習報告書発送用宛先ラベル」をご利用ください。 

（当財団が送料を負担します。実習報告書提出以外に使用しないでください。） 
 

 ２ 登録内容の変更について 

    受講者が実習先選定に使用する「実習受入事業所一覧」に記載の登録内容に変更がある場合は、 

   財団ホームページに掲載の様式に変更事項を記入のうえ、速やかにＦＡＸでご提出ください。 

 ・［別紙１］ 実習受入登録事業所登録内容の変更・実習受入中止 

・［別紙２］ 主任介護支援専門員の変更 

 

大阪府地域福祉推進財団ホームページ 

「大阪府介護支援専門員試験・研修情報」左側見出欄の「◆実習受入事業所の皆様へ」 

https://www.fine-osaka.jp/jigyou/cm-test/index.htm 
 

 

※今後、「見学・観察実習」の実施における変更等連絡事項がある場合は、メールにて情報を発信しま

す。併せて財団ホームページ「新着情報」にも掲載しますので、定期的にご確認ください。 

 

大阪府地域福祉推進財団ホームページ「新着情報」 

https://www.fine-osaka.jp 

 

【問合せ先】 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団 

事業課 ケアマネ係 

TEL 06-6763-8044 FAX 06-4304-2941 
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